
 

 

 

 

 

 

 

１ 申込み 

 

 

 

 

２ 受講計画の調整 

 

 

 

 

 

 

 

３ 研修の受講 

 

 

 

  ※研修の実施場所……申込みを行った児童発達支援事業所等の施設内、講師が従事する事業    

            所等の施設内又は研修の実施に当たり適切な施設内 

 

４ 研修を受けた報告 

 

 

 

 

５ 費用の支弁 

 

 

 

  ※研修を受講する児童発達支援事業所に発生する旅費は、自事業所にて負担する。 

③受講計画 
 案の承認 

①実施申込み 

②受講計画 
 案の提出 

岐阜県難聴児療育支援技術獲得等研修事業 

【難聴児療育研修事業】 

―― 実施の流れ ―― 
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